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規 
 

則 

 
埼
玉
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
五
号
）
は
、
廃
止
す

る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
農
業
改
良
資
金
（
こ
の
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
埼

玉
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

第
一
条
に
規
定
す
る
農
業
改
良
資
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
こ
の
規

則
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
七
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定
（ 

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
単
に
「
貸
付
け
の
決
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
（
次
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
貸
付
け
の
決
定
を
受
け
た
者
を

含
む
。
）
に
対
し
て
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
行
わ
れ
る
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
さ
れ
た
旧
規
則
第
四
条
又
は
第
五
条
の
貸
付
け
の
申
請
で
あ
っ
て
、

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
貸
付
け
の
決
定
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

つ
い
て
の
貸
付
け
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

       

埼
玉
県
規
則
第
九
十
三
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

を

利

用

す

る

方

法

（

埼

玉

県

Ｎ

Ｐ

Ｏ

情

報

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日 

 
埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
一
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
く
ら
ん
ぼ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

檜
森 

淑
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
草
加
市
氷
川
町
二
千
百
十
六
番
地
二
十
フ
ロ
ー
ル
ビ
ル
一
Ｂ 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

 

こ
の
法
人
は
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
や
暖
か
さ
を
大
切
に
し
、
相
互
扶
助
の
精
神
に
基 

 
 

づ
い
て
子
育
て
家
庭
支
援
事
業
を
展
開
し
、
地
域
の
子
育
て
情
報
の
発
信
と
子
育
て
家
庭
支 

 
 

援
の
拠
点
と
し
て
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
活
動 

 
 

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

http://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
旧
陸
軍
桶
川
飛
行
学
校
を
語
り
継
ぐ
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

臼
田 

智
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
桶
川
市
西
二
丁
目
四
番
二
一
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
太
平
洋
戦
争
中
、
多
く
の
飛
行
兵
を
戦
場
に
送
り
出
し
た
熊
谷
陸
軍
飛
行
学 

 

 

校
桶
川
分
教
場
（
以
下
「
桶
川
飛
行
学
校
」
と
い
う
。
）
が
桶
川
市
内
に
存
在
し
た
事
実
を
広 

 
 

 

く
後
世
に
伝
え
、
戦
争
か
ら
教
訓
を
学
び
平
和
を
考
え
る
一
助
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
一
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

http://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
イ
タ
マ
キ
ッ
ズ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

富
所 

建
行 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
別
府
一
丁
目
一
〇
番
地 

南
原
エ
コ
ー
ハ
イ
ツ
一
〇
三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
埼
玉
県
北
部
を
中
心
と
し
た
公
園
、
児
童
館
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
の
紹
介

を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
行
い
、
子
育
て
で
情
報
を
集
め
る
親
に
有
益
な
情
報
を
提
供
し
子
育
て
の

役
に
立
て
る
よ
う
に
し
、
地
元
で
遊
べ
る
と
い
う
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
近
辺
の

商
店
な
ど
の
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
情
報
の
豊
富
さ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
り
全
国
に
埼
玉
県
北
部
の
よ
さ
を
Ｐ
Ｒ
し
、
引
越
し
な
ど
の

転
入
者
へ
の
不
安
解
消
、
ま
た
観
光
事
業
に
も
役
立
て
る
よ
う
に
努
力
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
熊
谷
市
か
ら
熊
谷
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図

書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
三
号



告 
 

示 

  
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援

給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
十
四
号



名 称  所 在 地  開 設 者 名  サ ー ビ ス の 種 類  指 定 年 月 日  

老 人 保 健 施 設 み ぬ ま  川 口 市 木 曽 呂 １ ３ ４ ７  医 療 生 協 さい た ま 生 活 協 同 組 合  訪 問 リハ ビ リテ ー シ ョン  平 成 22 年 8 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 リハ ビ リテ ー シ ョン  平 成 22 年 8 月 1 日  

医 療 生 協 さ い た ま 生 活 協 同 組 合 埼 玉 西 協 同 病 院  所 沢 市 中 富 １ ８ ６ ５  医 療 生 協 さい た ま 生 活 協 同 組 合  通 所 リハ ビ リテ ー シ ョン  平 成 22 年 6 月 15 日  

      介 護 予 防 通 所 リハ ビ リテ ー シ ョン  平 成 22 年 6 月 15 日  

医 療 法 人 社 団  永 成 会  矢 作 整 形 外 科 ・ 内 科  久 喜 市 東 大 輪 １ ４ ３ － ３ 医 療 法 人 社 団 永 成 会  訪 問 リハ ビ リテ ー シ ョン  平 成 22 年 6 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 リハ ビ リテ ー シ ョン  平 成 22 年 6 月 1 日  

あ す な ろ デ イ サ ー ビ ス  熊 谷 市 奈 良 新 田 ３９３－ １  株 式 会 社 ペ ッ ト ラ イ フ 介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

ま ち だ 訪 問 ク リ ニ ッ ク 朝 霞 市 本 町 １－ ３４－ １ボ ンビ ラ ー ジ ュ １１３  町 田  穣  訪 問 看 護  平 成 22 年 4 月 1 日  

      居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 看 護  平 成 22 年 4 月 1 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 1 日  

医 療 法 人 新 医 療 会  明 生 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 病 院  所 沢 市 東 狭 山 ケ 丘 ４－ ２６８１－ ２  医 療 法 人  新 医 療 会  訪 問 リハ ビ リテ ー シ ョン  平 成 22 年 8 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 リハ ビ リテ ー シ ョン  平 成 22 年 8 月 1 日  

メ グ 歯 科 ク リ ニ ッ ク  川 口 市 西 青 木 ５－ ３－ ３４  髙 橋  悦 治  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 2 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 2 日  

埼 玉 き ぞ ろ 薬 局  川 口 市 木 曽 呂 １３０９－ １ 株 式 会 社  メデ ィカ ル サ ポ ー ト  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 8 月 18 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 8 月 18 日  

み さ き 薬 局  三 郷 市 釆 女 １－ １５０－ ５ 有 限 会 社  メデ ィカル ブ リッジ  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 2 月 12 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 2 月 12 日  

訪 問 介 護 事 業 所 ケ ア ・ カ ン パ 二 ー  川 口 市 安 行 北 谷 ５９４－ １  キ ットカン パ ニ ー 株 式 会 社  訪 問 介 護  平 成 22 年 8 月 3 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 8 月 3 日  

ケ ア ･ カ ン パ ニ ー 介 護 保 険 相 談 室 川 口 市 安 行 北 谷 ５９４－ １  キ ットカン パ ニ ー 株 式 会 社  居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 8 月 3 日  



介 護 支 援 セ ン タ ー  み ど り  川 口 市 芝 中 田 ２－ ３４－ １７  有 限 会 社 カ ナ コ ー ポ レ ー シ ョン  居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 8 月 12 日  

デ イ サ ー ビ ス 本 舗  上 青 木  川 口 市 上 青 木 ３－ １７－ ２６  株 式 会 社 マ イ ン ド  通 所 介 護  平 成 22 年 9 月 1 日  

      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 9 月 1 日  

さ く ら ・ 介 護 ス テ ー シ ョ ン ふ く ふ く 新 白 岡  南 埼 玉 郡 白 岡 町 新 白 岡 １－ １９－ １ キ ャ リン ヌ ・ベ ル １ ０２  株 式 会 社 あ ん ・す りー る  訪 問 介 護  平 成 22 年 8 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 8 月 1 日  

福 祉 用 具  ア プ ロ ー ズ 春 日 部 市 栄 町 ２ － ２ ８ ０ 株 式 会 社 Ｒ Ｈ Ｓ  福 祉 用 具 貸 与  平 成 22 年 6 月 9 日  

      特 定 福 祉 用 具 販 売  平 成 22 年 6 月 9 日  

      特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売  平 成 22 年 6 月 9 日  

      介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与  平 成 22 年 6 月 9 日  

茶 話 本 舗 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 八 潮 草 加  八 潮 市 伊 草 ８ ７ － ８  株 式 会 社 曙 福 祉 プ ラ ン ニ ン グ  通 所 介 護  平 成 22 年 8 月 1 日  

ア ー ス サ ポ ー ト 上 尾 上 尾 市 中 妻 ２ － １ ６ － ８  ア ー ス サ ポ ー ト株 式 会 社  訪 問 入 浴 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

ワ ン ダ フ ル ラ イ フ  鳩 ヶ 谷 市 南 ７ － ４ ０ － ６ 株 式 会 社  ワ ン ダ フ ル ラ イ フ  福 祉 用 具 貸 与  平 成 22 年 6 月 1 日  

      介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与  平 成 22 年 6 月 1 日  

リ ズ ム  居 宅 介 護 支 援 事 業 所  所 沢 市 牛 沼 ３ ４ ５ － ４ 合 同 会 社  リ ズ ム ・ソ ロ 居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 8 月 1 日  

東 所 カ ナ オ デ イ サ ー ビ ス  所 沢 市 東 所 沢 ３－ ７－ ２１  有 限 会 社  カ ナ オ  通 所 介 護  平 成 22 年 8 月 4 日  

      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 8 月 4 日  

け あ ビ ジ ョ ン 入 間  入 間 市 豊 岡 １ － ２ － ６ 株 式 会 社 ビ ジ ュア ル ビ ジ ョン  居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 7 月 1 日  

ソ レ ア ー ド 行 田  デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー  行 田 市 門 井 町 １－ ３２－ １  株 式 会 社 ウ ェル フ ェア クリエ イ シ ョン  通 所 介 護  平 成 22 年 9 月 1 日  

      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 9 月 1 日  

ソ レ ア ー ド 行 田  シ ョ ー ト ス テ イ セ ン タ ー 行 田 市 門 井 町 １－ ３２－ １  株 式 会 社 ウ ェル フ ェア クリエ イ シ ョン  短 期 入 所 生 活 介 護  平 成 22 年 9 月 1 日  

      介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護  平 成 22 年 9 月 1 日  

株 式 会 社  エ ミ ー ル 加 須 訪 問 入 浴 介 護 事 業 所  加 須 市 花 崎 １－ ２１－ １２ 株 式 会 社 エ ミー ル 介 護 セ ン ター  訪 問 入 浴 介 護  平 成 22 年 6 月 5 日  



      介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護  平 成 22 年 6 月 5 日  

株 式 会 社  エ ミ ー ル 加 須 福 祉 用 具 貸 与 事 業 所  加 須 市 花 崎 １－ ２１－ １２ 株 式 会 社 エ ミー ル 介 護 セ ン ター  福 祉 用 具 貸 与  平 成 22 年 8 月 1 日  

      特 定 福 祉 用 具 販 売  平 成 22 年 8 月 1 日  

      特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売  平 成 22 年 8 月 1 日  

      介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与  平 成 22 年 8 月 1 日  

通 所 介 護 事 業 所  ス ペ ー ス ゆ う 本 庄 市 本 庄 ３ － ９ － ２ ２  株 式 会 社  ス ペ ー ス ゆ う  通 所 介 護  平 成 22 年 8 月 27 日  

      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 8 月 27 日  

ケ ア サ ポ ー ト の ん の ん  鶴 ヶ 島 市 中 新 田 ２ ３ － １ 合 同 会 社  ケ ア サ ポ ー トの ん の ん  訪 問 介 護  平 成 22 年 8 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 8 月 1 日  

デ イ サ ー ビ ス  ポ レ ポ レ  吉 川 市 高 富 ２－ １４－ １７ 株 式 会 社 ハ バ リ 通 所 介 護  平 成 22 年 9 月 2 日  

      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 9 月 2 日  

医 療 法 人 社 団  順 信 会  上 尾 メ デ ィ カ ル ク リ ニ ッ ク 上 尾 市 原 市 ３ １ ３ ３  医 療 法 人 社 団  順 信 会 訪 問 リハ ビ リテ ー シ ョン  平 成 22 年 9 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 リハ ビ リテ ー シ ョン  平 成 22 年 9 月 1 日  

け あ ビ ジ ョ ン 草 加  草 加 市 旭 町 ６－ １３－ １２ 株 式 会 社 ビ ジ ュア ル ビ ジ ョン  訪 問 介 護  平 成 22 年 8 月 10 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 8 月 10 日  

あ け ぼ し 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 上 尾 市 平 方 ４ ２ ７ ７ － １ ０ 株 式 会 社 グ レ ー ト フ ル  居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 8 月 1 日  

ケ ア ハ ウ ス は な ぶ さ 苑 温 泉 リ ハ ビ リ 館  熊 谷 市 玉 井 ３ ５ ５ 社 会 福 祉 法 人 熊 谷 福 祉 会  特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護  平 成 22 年 9 月 3 日  

      介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護  平 成 22 年 9 月 3 日  

ケ ア プ ラ ン  ひ か り  三 郷 市 上 彦 名 ５９５－ １三 郷 憲 生 内  有 限 会 社 一 力  居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 8 月 1 日  

介 護 ２ ４  に い ざ  や す ら ぎ 新 座 市 畑 中 １ － ３ － １ ６  株 式 会 社  Ｍ Ｔ Ｂ  訪 問 介 護  平 成 22 年 8 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 8 月 1 日  
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名 称  変 更 事 項 変 更 前  変 更 後  サ ー ビ ス 名  

社 会 福 祉 法 人 嵐 山 町 社 会 福 祉 協 議 会 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 所 在 地  比 企 郡 嵐 山 町 菅 谷 ４４５－ １  比 企 郡 嵐 山 町 菅 谷 ４ ３７－ ９  居 宅 介 護 支 援  

医 療 法 人 社 団 厚 生 会 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 所 在 地  鳩 ヶ 谷 市 南 ６ － ５ － ５ 川 口 市 大 字 西 新 井 １２７１－ １川 口 ケ ア セ ン ター 内  居 宅 介 護 支 援  

社 会 福 祉 法 人 嵐 山 町 社 会 福 祉 協 議 会 ハ ー ト く ん 訪 問 介 護 事 業 所  所 在 地  比 企 郡 嵐 山 町 菅 谷 ４４５－ １  比 企 郡 嵐 山 町 菅 谷 ４ ３７－ ９  介 護 予 防 訪 問 介 護  

        訪 問 介 護 

社 会 福 祉 法 人 嵐 山 町 社 会 福 祉 協 議 会 福 祉 用 具 貸 与 事 業 所 所 在 地  比 企 郡 嵐 山 町 菅 谷 ４４５－ １  比 企 郡 嵐 山 町 菅 谷 ４ ３７－ ９  福 祉 用 具 貸 与  

        介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与  

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 結 の 会  所 在 地  熊 谷 市 三 ヶ 尻 ５４０６－ １ミノリ マ ン シ ョン ２０２  深 谷 市 上 柴 町 西 ３－ ８－ ４  訪 問 看 護 

        介 護 予 防 訪 問 看 護  

居 宅 介 護 セ ン タ ー 結 の 会 所 在 地  熊 谷 市 三 ヶ 尻 ５４０６－ １ミノリ マ ン シ ョン ２０２  深 谷 市 上 柴 西 ３－ ８－ ４  居 宅 介 護 支 援  

訪 問 介 護 事 業 所  ス ペ ー ス ゆ う  名 称  訪 問 介 護 ス テ ー シ ョン  木 の 実  訪 問 介 護 事 業 所  ス ペ ー ス ゆ う  介 護 予 防 訪 問 介 護  

        訪 問 介 護 

訪 問 介 護 事 業 所  ス ペ ー ス ゆ う  所 在 地  本 庄 市 銀 座 ２－ ５－ ２３－ １０８  本 庄 市 本 庄 ３－ ９－ ２２  介 護 予 防 訪 問 介 護  

        訪 問 介 護 

や は ぎ ケ ア  名 称  矢 作 整 形 外 科 ・内 科  居 宅 介 護 支 援 事 業 所  や は ぎ ケ ア  居 宅 介 護 支 援  
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名 称  所 在 地  サ ー ビ ス の 種 類 廃 止 年 月 日  

つ ば さ 薬 局  羽 生 市 川 崎 ２－ ２８１ － ３ イ オ ン モ ー ル 羽 生 １Ｆ  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 7 月 31 日  

    介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 7 月 31 日  

中 央 ケ ア サ ー ビ ス 草 加 営 業 所  草 加 市 八 幡 町 ７ ４ ５ 福 祉 用 具 貸 与  平 成 20 年 3 月 31 日  

介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与  平 成 20 年 3 月 31 日  

    特 定 福 祉 用 具 販 売  平 成 22 年 8 月 31 日  

    特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売  平 成 22 年 8 月 31 日  

株 式 会 社 福 祉 の 街  西 入 間 営 業 所  入 間 郡 毛 呂 山 町 長 瀬 ７ ２ ０ － ２ ５ 居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 9 月 30 日  
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一 指定医療機関 

名 称 開 設 者 所 在 地 指 定 年 月 日 

持 田 ク リ ニ ッ ク 持 田  淳 弘 熊 谷 市 玉 井 １ １ ４ ８ － １ 平成 22 年 9 月 6 日 

上柴メンタルクリニック 柴 田  忠 彦 深谷市上柴町西２－１４－４３ 平成 22 年 9 月 1 日 

いちごこどもクリニック 渡 邉  正 之 深谷市東方町１－１０－３ 平成 22 年 9 月 1 日 

し が ら き 医 院 大 谷  秀 雄 深谷市東方３２７６－１７ 平成 22 年 9 月 1 日 

草加内科呼吸ケアクリニック 新  謙 一 草 加 市 草 加 １ － ４ － ５ 平成 22 年 9 月 1 日 

い ま ま き 内 科 医 院 今 牧  啓 二 富士見市鶴馬２６０９－１３ サンマリー鶴瀬２Ｆ  平成 22 年 9 月 1 日 

北 畠 ひ ふ 科 医 院 北 畠  雅 人 行 田 市 持 田 ３ － ４ － ２ ０ 平成 22 年 8 月 1 日 

は ら し ま 医 院 医療法人社団 城東会 大里郡寄居町保田原１６３－７ 平成 22 年 7 月 1 日 

益 山 ク リ ニ ッ ク 益 山  恒 夫 幸 手 市 北 ３ － １ － ３ 平成 22 年 9 月 1 日 

おきつ内科クリニック 沖 津  幹 越谷市七左町２－２９５－４ 平成 22 年 9 月 1 日 

く き 歯 科 ク リ ニ ッ ク 姜  一 遠 久喜市久喜中央４－９－１１ イトーヨーカドー久喜店５Ｆ  平成 22 年 9 月 1 日 

ひらさわデンタルクリニック 平 澤  雅 利 久 喜 市 鷲 宮 ４ － ７ － ８ 平成 22 年 9 月 1 日 

エ ム 歯 科 ク リ ニ ッ ク 遠 藤  髙 明 久喜市久喜中央１－１－２０ ２Ｆ  平成 22 年 6 月 25 日 

大﨑デンタルオフィス 大 﨑  忠 夫 朝霞市東弁財１－７－１９ 平成 22 年 7 月 1 日 

ミ ヤ ノ 薬 局 望 月  ま さ み 鳩 ヶ 谷 市 桜 町 ５ － ２ － ７ 平成 22 年 8 月 1 日 

オ リ ー ブ 薬 局 株式会社 ＪＵＡＮ 春日部市下大増新田２６４－１ 平成 22 年 7 月 1 日 

ひまわり薬局 北本駅東口店 有限会社 エム・アイ・イー 北 本 市 北 本 １ － １ ０ ２ 平成 22 年 9 月 1 日 

く じ ら 薬 局 有限会社 松岡商事 戸田市下戸田１－７－１６ ダイヤメゾン戸田公園１Ｆ  平成 22 年 7 月 29 日 

エール薬局 川口駅前店 株式会社 船橋薬剤センター薬局 川口市栄町３－９－１８ 糟谷ビル５階 平成 22 年 8 月 1 日 

ウエルシア薬局 吉川栄店 ウエルシア関東 株式会社 吉 川 市 栄 町 ８ ４ ５ － １ 平成 22 年 7 月 1 日 

チューリップ薬局 幸手北店 株式会社 セキ薬品 幸 手 市 北 ２ － ２ ０ － ６ 平成 22 年 9 月 1 日 

コ ス モ ス 調 剤 薬 局 株式会社 アゼリア 坂戸市千代田１－５－１０ 平成 22 年 7月 1日 

み る く 薬 局 株式会社 アーネクト 深谷市東方町１－１０－２９ 平成 22 年 9 月 1 日 

オレンジ薬局 上野本店 井 上  辰 憲 東松山市上野本１２２７－１ 平成 22 年 9 月 1 日 

ドラッグセイムス 戸田喜沢薬局 株式会社 富士薬品 戸田市喜沢１－２４－２４ 平成 22 年 9 月 1 日 

日 本 調 剤  わ ら び 薬 局 日本調剤 株式会社 蕨 市 中 央 １ － ７ － １ 平成 22 年 9 月 1 日 

リーシェガーデン和光 訪問看護ステーション 株式会社 東日本福祉経営サービス 和光市丸山台２－１１－１ 平成 22 年 8 月 1 日 

はるこ訪問看護リハビリステーション 株式会社 ＰＬＯＮＳＴＥＲＳ 草 加 市 中 央 ２ － ２ － １ ８ 平成 22 年 9 月 1 日 

 

 



 

二 指定施術者 

氏名 住所 
施術所 

指定年月日 

名称 所在地 

吉 田  知 弘   名倉堂 新御徒町整骨院 台東区東上野１－２－１３ カーニープレイス新御徒町２０２  平成 17 年 6月 7日 

嶋 村  正 志   くりのき整骨院 日高市下高萩新田４６ 平成 22 年 10 月 1 日 

藤 岡  信 明   愛和ウェルネス整骨院 川口市飯塚１－２－３ 平成 22 年 8月 1日 

澤 田  康 幸   さわだ鍼灸整骨院 鶴ヶ島市富士見２－１８－２６ 平成 22 年 8 月 12 日 

末 木  雄 平   柴崎名倉堂 接骨院 立川市柴崎町２－２５－５ 平成 22 年 9月 1日 

金 子  忍   いな中央接骨院 北足立郡伊奈町小室９７４９ セントラルマンション１０１  平成 22 年 9月 1日 

秋 山  徹   あきやま整骨院 川口市飯塚３－１１－３０ 平成 22 年 8 月 26 日 

曽 山  幸 之 介   わ ら び 整 骨 院 蕨市中央４－１４－４ 平成 22 年 8月 4日 

田 村  渉   タ ム ラ 整 骨 院 熊谷市別府１－１０ 南原ハイツ１０１  平成 22 年 8 月 26 日 

石 田  光 江   真営堂鍼灸整骨院 桶川市泉１－８－３５－１０２ 平成 22 年 10 月 1 日 

大 澤  修 身   いきいき接骨院 葛飾区高砂３－２－２０ 平成 22 年 9月 1日 

平 井  浩 介 入間市宮寺２９７６－４     平成 22 年 8 月 25 日 

鈴 木  正 之   めぐケアサービス 邑楽郡板倉町下五箇１８７９  平成 22 年 9月 1日 

鈴 木  月 美   レ イ ス 治 療 院 久 喜 市 鷲 宮 ３ － ２ ７ － ２ ２ 平成 22 年 8 月 27 日 

川 村  茂   べにばな在宅マッサージ 桶川市倉田２３０３－９ 平成 22 年 9月 3日 

木 下  真 由 美   ふれあい在宅マッサージ さいたま市緑区中尾９６３－３－２０１  平成 22 年 9 月 16 日 

福 島  強   福 島 治 療 院 草加市青柳３－１３－８ 平成 22 年 8 月 16 日 
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名称 所在地 廃止年月日 

新 古 河 薬 局 加 須 市 陽 光 台 １ － ３ ０ ０ － １ ０ ４ 平成 22 年 8 月 16 日 

く じ ら 薬 局 戸 田 市 下 戸 田 １ － ７ － ９ 平成 22 年 7 月 28 日 

は ら し ま 医 院 大 里 郡 寄 居 町 保 田 原 １ ６ ３ － ７ 平成 22 年 6 月 30 日 

つ ば さ 薬 局 羽生市川崎２－２８１－３イオンモール羽生１Ｆ 平成 22 年 7 月 31 日 

オ リ ー ブ 薬 局 春 日 部 市 下 大 増 新 田 ２ ６ ４ － １ 平成 22 年 6 月 30 日 

コ ス モ ス 調 剤 薬 局 坂 戸 市 八 幡 １ － １ １ － ５ ３ 平成 22 年 6 月 30 日 

ミ ヤ ノ 薬 局 鳩 ヶ 谷 市 桜 町 ５ － ２ － ７ 平成 22 年 7 月 31 日 

大 崎 歯 科 医 院 朝 霞 市 西 弁 財 ２ － ４ － １ ５ 平成 22 年 8 月 20 日 

エ ム 歯 科 ク リ ニ ッ ク 久 喜 市 中 央 ２ － ９ － ４ ５ 平成 22 年 6 月 24 日 

医 療 法 人  北 畠 ひ ふ 科 医 院 行 田 市 持 田 ３ － ４ － ２ ０ 平成 22 年 7 月 31 日 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   警察車（無線警ら車） 10台 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期限 

   平成23年３月25日（金） 

 ⑷ 納入場所 

埼玉県警察本部総務部財務局会計課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、上記⑴の物品の総額を

入力し、又は記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格等に関する公示（平成20年埼玉県告示第1032号）に基づき、業種区分「物

品の販売」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら

れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 



⑹ 納入しようとする物品について、入札説明書等に示す書類を、平成22年11月

４日（木）午後５時までに次の場所に持参し、審査した結果、仕様書等で要求

する事項に適合することを認められた者であること。  

     〒331-0065 埼玉県さいたま市西区二ッ宮883番地 埼玉県警察本部総務部

財務局装備課車両係 電話048-832-0110 内線704-312 

 ⑺ 納入しようとする物品の検査を行う設備を日本国内に有しており、契約担当

者の求めにより埼玉県警察職員の立会検査に応じられる者であること。  

 ⑻ 納入しようとする物品に関するアフターサービス体制が整備されていて、契

約担当者の求めに応じて速やかに提供できる者であること。  

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問い合わせ先 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部

総務部財務局会計課調度担当 岡本 電話048-832-0110 内線2245 ファク

シミリ048-824-4607 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「発注情

報等の閲覧」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 仕様書の交付方法 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑷ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年11月11日（木）午前10時30

分まで 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年11月10日（水）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年11月11日（木）午前10時



30分まで 

 ⑸ 開札の場所及び日時 

   埼玉県警察本部総務部財務局会計課 平成22年11月11日（木）午前10時40分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で平成22年11月４日（木）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格（上記２⑸に定める競争入札参加資格を除く。）の確認を得なけれ

ばならない。また、入札事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求めら

れた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低



の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、本県

所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入した上、必要な書類を添

付して、平成22年10月20日（水）までに埼玉県総務部入札審査課入札参加資格

審査担当（〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話

048-830-5775（直通））へ提出すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: Radio install 

ed police car .  

⑵ Time‐limit for tender:By the electronic tender system;10:30 a.m., 

   November 11,2010 By mail;5:00p.m.,November 10,2010 In person;10:30 

     a.m., November 11,2010 

  ⑶ Contact point for the notice: Property Management Section,Finance  

     Division,General Affairs Department,Saitama Prefectural Police Head

    quarters,Takasago 3-15-1,Urawa-Ku,Saitama-shi,Saitama-ken 330-8533, 

     Telephone 048-832-0110 Ext.2245     
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   警察ネットワーク用グループウェアサーバの賃貸借 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   平成23年１月１日（土）から平成27年12月31日（木）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 納入場所 

埼玉県警察本部総務部財務局会計課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格等に関する公示（平成20年埼玉県告示第1032号）に基づき、業種区分「物

品の賃貸」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 



 ⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら

れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問い合わせ先 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部

総務部財務局会計課調度担当 岡本 電話048-832-0110 内線2245 ファク

シミリ048-824-4607 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「発注情

報等の閲覧」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 仕様書の交付方法 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑷ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年11月12日（金）午前10時30

分まで 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年11月11日（木）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成22年11月12日（金）午前10時

30分まで 

 ⑸ 開札の場所及び日時 

   埼玉県警察本部総務部財務局会計課 平成22年11月12日（金）午前10時40分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 



  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で平成22年11月４日（木）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格（上記２⑸に定める競争入札参加資格を除く。）の確認を得なけれ

ばならない。また、入札事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求めら

れた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、本県

所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入した上、必要な書類を添

付して、平成22年10月20日（水）までに埼玉県総務部入札審査課入札参加資格



審査担当（〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話

048-830-5775（直通））へ提出すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Nature and quantity of the products to be purchased:A lease of gro-

upware server for police network .  

⑵ Time‐limit for tender:By the electronic tender system;10:30 a.m., 

   November 12,2010 By mail;5:00p.m.,november 11,2010 In person;10:30 

    a.m., november 12,2010 

  ⑶ Contact point for the notice: Property Management Section,Finance  

     Division,General Affairs Department,Saitama Prefectural Police Head

    quarters,Takasago 3-15-1,Urawa-Ku,Saitama-shi,Saitama-ken 330-8533, 

     Telephone 048-832-0110 Ext.2245     
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１ 購入等件名及び数量  

  警察ネットワーク接続用端末装置等の賃貸借 一式  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３

丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

  平成22年８月６日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  日本電子計算機株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号  

５ 落札金額  

  440,755,560円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

  一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

  平成22年６月25日  
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１ 購入等件名及び数量  

  携帯型プリンタ等の賃貸借 一式  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３

丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

  平成22年８月11日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  日本電子計算機株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号  

５ 落札金額  

  31,201,380円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

  一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

  平成22年６月29日  
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夫 

 
 

 
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
十
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
○
○
○
九
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
○
○
六
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
滑
川
町
み
な
み
野
三
丁
目
一
八
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
四
四
一
二
番
地 

 
 

村
田 

一
義 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
八
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
○
○
四
七
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
○
○
七
二
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

入
間
郡
越
生
町
上
野
東
二
丁
目
一
五
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
岩
井
西
二
―
十
一
―
四 

 
 

株
式
会
社
ヤ
マ
ニ 

代
表
取
締
役 

佐
野
裕
也 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
九
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
三
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
一
七
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
二
日 

 
 

越
建
セ
第
二
〇
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
四
丁
目
三
七
七
―
二
、
―
五
、
三
七
八
―
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
学
園
台
一
―
一
一
―
一
一 

 
 

岡
安 

晶
子 
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